
太田市職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月１７日 

 

              太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市規則第１５号 

 

太田市職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関す

る規則の一部を改正する規則 

太田市職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規

則（平成１７年太田市規則第５４号）の一部を次のように改正する。 

別表情報管理課の項中「情報管理課」を「デジタル戦略課」に改め、

同項の次に次のように加える。 

別表市民税課の項、資産税課の項、収納課の項及び市民課（東サー

ビスセンター及び西サービスセンターを除く。）の項を削り、同表交通

対策課の項中「交通対策課」を「地域モビリティ戦略課」に改め、同

表各地区振興課の項を削り、同表芸術学校担当の項を次のように改め

る。 

情報システム課 １ 午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

２ 午後０時から午後８時

４５分まで 

日曜日及び土曜日の

ほか市長が定める。 

１ 正午から午後１時

まで 

２ 午後５時から午後

６時まで 

芸術学校担当 １ 午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

２ 午前１０時３０分から

午後７時１５分まで 

市長が定める。 １ 正午から午後１時

まで 

２ 午後４時から午後

５時まで 



 別表スポーツ振興課の項中「スポーツ振興課」を「スポーツのまち

推進課」に改め、同表スポーツ学校担当の項を次のように改める。 

別表障がい福祉課の項、こども課の項、こども課（藪塚本町南幼稚

園）の項、子育てそうだん課の項、国民健康保険課の項、医療年金課

の項、長寿あんしん課の項及び介護サービス課の項を削る。                                             

附 則 

この規則は、令和 8年４月１日から施行する。 

 ３ 午前１１時３０分から

午後８時１５分まで 

４ 午後０時から午後８時

４５分まで 

５ 午後１時から午後９時

４５分まで 

  

スポーツ学校担当 １ 午前７時３０分から午

後４時１５分まで 

２ 午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

３ 午前９時３０分から午

後６時１５分まで 

４ 午前１０時３０分から

午後７時１５分まで 

５ 午前１１時１５分から

午後８時まで 

６ 午後０時１５分から午

後９時まで 

市長が定める。 １ 正午から午後１時

まで 

２ 午後４時から午後

５時まで 


